
大和都市計画地区計画の決定（生駒市決定） 

都市計画生駒市東山地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 生駒市東山地区地区計画 

位  置 生駒市東山町の一部 

面  積 約７．１ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

  

本地区は、生駒市の最南端に位置し、隣接する平群町域部分を含めると約 52.0ha

の住宅地である。本地区内には近鉄生駒線東山駅があり、また、北方約 2.5 ㎞には

現在事業中の第 2阪奈道路の壱分ランプ及び小瀬ランプが計画されている交通の便

に恵まれた地域である。本地区は、民間の宅地開発事業により、道路、公園等の公

共施設を一体的に整備し自然環境に恵まれた健全な住宅市街地として、今後、住宅

等の建設が行われる地区である。このため、地区計画を策定し、合理的な土地利用

計画のもとに建築物等の規制、誘導を積極的に推進し、健全な住宅地の形成を図る

とともに良好な住環境を維持、増進し、周辺環境と調和した景観形成を進めること

を目標とする。 

土地利用の方針 

 

 宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、地区を細分化して地区の特性に応

じた土地利用を積極的に推進し、良好な街並みを形成する。 

 本地区は主としてゆとりと潤いのある低層専用住宅地区の形成を図るとともに、

駅周辺においては、賑わいと潤いをあわせもつ集合住宅地区と、地区の中心にふさ

わしい都市的サービス施設等が整備されたセンター地区を配置し、生駒市及び平群

町にまたがる住宅地全体として均衡と調和の保たれた土地利用の実現を図ると共

に、周辺地域の利便性の向上に資するものとする。 

地区施設の整備方針 

 

 民間宅地開発事業により整備された公共施設ついては、その機能が損なわれない

よう維持・保全を図る。特に植栽帯及び歩道については、原則として切込みを認め

ない。 

建築物等の整備方針 

 

１ 低層専用住宅地区 

   閑静で潤いのある低層専用住宅地区としての居住環境を形成・保全するた

め、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は

意匠の制限を行うと共に、街並み、美観及び緑化の推進のため、かき又はさく

の構造の制限を行う。 

２ 集合住宅地区 

   主に集合住宅が立地できる地区として、良好な街並み形成のため、建築物の

用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築

物等の形態又は意匠の制限を行うと共に、周辺緑化の推進のため、かき又はさ

くの構造の制限を行う。建築物の外壁及び屋根の色については、周辺の街並み

景観に調和したものとし、また、駐車場、駐輪場等の建築物は、周辺建築物と

の連続性を配慮した形状とする。 

３ センター地区 

   本地区及び周辺地域の中心核として、商業施設等の利便施設の誘導を図り、

地区住民の活気あるセンター地域となるよう、周辺地域の土地利用と整合性を

図りつつ良好な街並みを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面

積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限を

行う。 

４ 鉄道施設地区 

   近鉄東山駅と鉄道敷を含む地区で、鉄道事業本来の施設と住民の利便施設等

を設け、周辺地域との整合性を図りつつ、建築物の用途の制限を行う。 

５ 公共公益施設地区 

   公共公益施設については、周辺地区と整合性を図りつつ、その機能が損なわ

れないように維持・保全を図る。 

当初決定年月日 平成 7 年 10 月 20 日 
最終変更年月日 平成 8 年 7 月 1 日 
















